
◆利用時間・利用料 

区分 利用料金 

午前    午後    夜間 

午前９時から正午 午後１時から午後

４時３０分 

午後５時３０分か

ら午後９時まで 

グループ活動室 

（定員１３名） 

７００円 ９００円 ９００円 

和室（定員３０名） ２２００円 ２６００円 ２６００円 

交流活動室 

（定員３０名） 

２１００円 ２５００円 ２５００円 

※付帯設備の使用を希望される場合は利用申請時にご相談ください。 

◆利用時間の延長 

利用時間帯の前後１時間について延長することができます。（午前８時から９時、午後

９時から１０時の使用延長については、使用日の７日前後までにご相談の上、申請して

ください。） 

この場合の「午前・午後または夜間利用料金は、当該加える時間の区分に応じ、次の額

をそれぞれ加えた額とします。ただし、各区分を引き続き使用する場合は、中間時間の

使用料金はいただきません。 



・午前８時から午前９時まで・・・・「午前」の利用料金の３割相当額 

・正午から午前１時まで・・・・・・「午後」の利用料金の３割相当額 

・午後４時３０分から午後５時３０分まで・・・・「夜間」の利用料金の３割相当額 

・午後９時から午後１０時まで・・・・・・・・・「夜間」の利用料金の３割相当額 

◆施設使用料の減免の取り扱い 

『登録団体』が利用する 

とき 

団体関係者のみで利用す

るとき 

３割減 

いきいきプラザの来館者

などを積極的に受入れ利

用すとき 

５割減 

官公庁が公益のため利用するとき ３割減 

団体が区の後援する事業に利用するとき ３割減 

区が主催で使用する場合 ５割減 

区が共催で使用する場合 ５割減 

※上記条件を満たした場合、館の責任者の承認のもと施設使用料が減免となる場合があります。 

 

 

 


